
文政第 1142 号 

平成 16 年 2 月 13 目 

土木建築部長 殿 

文化 屋品部長 環坑 部長 文化， 株私 櫛 
公共用材 珪 使用楠田 は ついて ( 口笛 ) 

平成 15 年 11 月 21 日付け、 土画策 150.3 号で照会のあ った標記のことについてほ、 別紙の 

  おり回答します。 
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Ⅱ 所管業務上の 留意事項 

事業者は、 地質調査及び 海象調査の調査の 実施による環境への 影響 

を可能な限り 回避・低減するために、 これらの調査の 実施に当たって 

は、 次の事項に十分配慮する 必要があ る。 

( ジュゴンへの 配慮 ) 
《調査実施手順について ) 
l ジ ュコ ンへの影響をできるだけ 低減する観点から、 ポーリング調査 
に関する以下の 事項についても 検討し、 作業計画に反映すること。 

(1) ポーリング調査地点については、 作業計画で示されている 63 地点 

を現時点において 必要とされる 最小限の地点に 絞ることについても 検 

討すること。 

(2) ジュゴンが利用すると 推定される複数のリーフの 切れ目付近での 

調査については、 それぞれの調査時期が 重ならないよう 調査時期を調 

整すること。 

は ) 同時に行う調査地点を 分散させた場合と、 集中させた場合とにつ 
いて、 足場の存在や 騒音等によるジュゴンの 行動への影響の 程度の観 

点から再度比較検討し、 ジュゴンへの 影響がより小さくなると 考えら 

れる方法を選定すること。 

  

ぱ 作業時間について ) 
2 全ての作業の 作業時間帯については、 ジュコンの確認状況や 今後の 
知見を参考として、 ジュゴンへの 影響の低減が 図られるよう、 随時見 

直すこと。 

( 作業昔について ) 
3 調査に伴って 発生する騒音を 可能な限り低減するため、 作業に用い 
る船舶について、 必要以上に高速航行を 行わないだけでなく、 その他 

の騒音低減対策についても 検討すること。 

4 弾性波探査に 使用する昔は 音圧レベルが 高く、 l km 以上において 
も比較的高い 音圧レベルで 到達すると推算されることから、 航空機等 

により、 作業に先立って 周辺にジュゴンがいないことを 確認する範囲 

を拡大すること。 

また、 ジュゴンの確認については、 航空機による 確認以覚の手法を 

  l . 



併用することを 検討すること。 

  
( ジュゴンに関する 環境監視について》 
5 弾性波探査時に 限っている航空機によるジュゴンの 確認について 
は、 環境監視項目として、 事前の調査も 含め、 ポーリング調査期間中 
も定期的に実施すること。 なお、 ジュゴンの調査は 、 潮の干満とジュ 

ゴンの行動の 関係や水中での 音の広がりを 考慮して行うこと。 

6 当該調査の実施によるジュゴンの 飯場としての 利用への影響を 監視 
する観点から、 定期的な潜水調査等によりジュゴンの 食跡の状況を 監 

視するとともに、 海草への 浮 泥の付着の状況についても 監視を行 う こ 

と。 

7 ボーリング作業及び 弾性波探査に 伴い発生する 水中音の環境監視を 
行 う とともに、 水中音の音圧レベルが 当該海域の音圧レベルにどの 程 

度影響するのか、 検証すること。 
なお、 水中音の測定はリーフ 内及びり一フ 外において行い、 また、 

作業工程及び 作業船の稼働状況も 考慮して測定時期を 設定すること。 

( 作業上の配慮 ) 
《鳥類への配慮について ) 
8 近野吉崎地先の 平島、 長島において・アジサ ン 類が確認きれている 
ことから、 4 月末から 9 月にかけてのアジサ シ 類の繁殖期間中は、 こ 
れらの鳥の近傍でのポーリング 調査による繁殖行動への 影響が生じな 

いよう配慮すること。 

《藻場・サンゴ 類への配慮について 沖 

9 ポーリング調査の 足場や海象調査機器の 設置に当たっては、 あ らた 
めて確認するとしている 藻場・サンゴ 類の確認の結果に 基づき，サン 

ゴ類の幼群体、 無節サンゴ モ 類及び小型藻類 - の 影響も低減するよう、 
設置位置の微調整を 行 う とともに、 基盤の破壊や 踏みつけなどの 環境 

挽乱 をできるだけ 避けるよ う 、 作業を慎重に 行 う こと。 

( 業者の指導・ 監督について ) 
10 地質調香及び 海象調査の実施に 当たっては、 環境配慮が十分行われ 

るよう調査を 行う業者の指導・ 監督を徹底すること。 

( 環境監視 ) 
11 環境監視については、 調査方法や調査地点、 調査回数、 調査時期、 

調査期間、 監視基準をより 具体的に検討すること。 

12 藻場・サンゴ 類の状況について、 作業前後の現場海底写真を 撮影す 

ることにより 把握するとしているが、 足場等の設置双、 調査中及び足 
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② 理由ス は 

根拠法令 

場 等の撤去後において 実施すること。 なお、 藻場・サンゴ 類の状況に 

ついては、 写真と併せて 図示すること。 

13 環境監視の結果、 ジュゴン や 、 藻場，サンゴ 類等の海生生物へ 著し 

い影響が生じるおそれがあ ると確認された 場合には作業を 一時中断 

し、 必要に応じ専門家の 助言も得て 、 速やかに適切な 措置を講じるこ 

と 。 

14 環境監視結果については、 調査期間中及び 終了後に当部に 報告する @ 
- と   

( その他 ) 
15 調査の実施に 当たっての環境配慮や 環境監視の内容を 具体的に検討 

する際にば、 必要に応じ、 環境省や自然保護団体による 調査結果等に 

ついても参考とすること。 

lf ポーリング調査等の 実施により、 産業廃棄物が 排出される場合にお 

いては、 廃棄物の処理及び 清掃に関する 法律に基づき 適正に処理する 
- - と 。 

I ほ ついて 
環境影響評価法及び 沖縄県環境影響評価条例が 対象とする r 事業 @ 
は、 r 特定の目的のために 行われる一連の 土地の形状の 変更並びに エ 
作物の新設及び 増改築 @ のことで、 いわば土木工事又は 建設工事とし 
て 捉えられるもののことであ る。 そのため、 事業の実施による 工事、 

存在・供用に 伴 う 影響を予測・ 評価するために 行 う 調査とは別に 、 護 

岸 構造を検討するために 行われる地質調査及び 海象調査等の r 調査 J 
は 、 環境影響評価法ス は 沖縄県環境影響評価条例の 対象となるもので 

はない。 

また、 ジュゴンは l 鳥獣の保護及び 狩猟の適正化に 関する法律 J の 
改正により同法の 対象 獣 となったが、 当該海域は同法に 基づく鳥獣保 

護区 に設定きれていないので、 工作物設置等に 関する規制はない。 

その他の水質汚濁防止法や 大気汚染防止法等の 環境保全関連法令等 

においても、 当該地質調査・ 海象調査が規制の 対象となるものではな 
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価されている 地域で、 豊かな藻場とサンゴ 礁が広がり、 また、 国 指定 

天然記念物であ るジュゴンの 摂餌が 確認されている 自然度の高い 地域 

であ る。 

以上のことから、 事業者は、 地質調査・海象調査の 実施そのものに 

伴 う 環境への影響を 回避し、 又は低減するため、 可能な限り環境への 

影響の少ない 調査の方法を 選定する必要があ る。 

1 (1) について 
地質調査・海象調査の 実施による環境影響を 訂 能 な限り回避・ 低減 
するために、 現段階で必要とされる 精度の護岸構造の 検討のために 必 

要な最小限の 調査地点に絞ることにより、 環境への影響のより 一層の 

低減ができないか、 検討する必要があ る。 

1 (2) について 
環境省及び防衛施設庁の 調査により、 当該調査海域の 周辺海域でジ 

ュゴンの採餌活動 ( 食跡 ) が確認きれており、 リーフの切れ 目がそ 
の進入ロとなっていると 推定されている。 

作業計画ではボーリンバ 調査地点は切れ 目の中央部を 避けてはいる 

が、 複数のリーフの 切れ目付近における 調査が同時に 実施された場合、 

櫓の存在や作業昔により、 ジュゴンが警戒心を 抱き採餌 場 を放乗する 

ことが懸念きれることから、 複数のリーフの 切れ目付近における 調査 

は、 調査時期が重ならないようにする 必要があ る。 

1 (3) について 
同時に行 う 調査地点を分散させた 場合、 騒音等の局所的な 影響の増 

大は避けられるが、 広い範囲に足場が 点在する状況から、 影響の範囲 

は広くなり、 ジュゴンの行動への 影響も考えられる。 

一方、 同時に行 う 調査地点を集中させた 場合、 発生する影響の 程度 

は局所的に大きくなるが、 影響 笘 囲は限られることから、 当該地域の 

みを回避してリーフ 内 へ移動することが 考えられる。 

2 について 
沖縄のジュゴンについては、 夜間にり一フ 内に入ると言われている 

が、 確たる知見はなく、 事業者が実施するとしているジュゴンの 確認 

状況や、 今後の環境省、 自然保護団体の 調査によって 得られる知見を 
参考として、 作業時間帯についてほ 随時検討し直す 必要があ る。 

3 ほ ついて 
沖合のジュゴンへの 騒音による影響を 事業者として 可能な限り低減 

する必要があ り、 また、 そのために実行可能なより 良い技術の導入を 

図る必要があ ることから、 ポーリング調査に 伴って発生する 騒音への 

低減策だけでなく、 調査に関係する 作業船 は ついても、 騒音低減対策 

を実施する必要があ る。 事業者においては、 必要以上に高速航行を 行 
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